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7
如
松
の
了
承
と
丹
羽
系
譜
調
査
の
開
始

 
如
松
は
天
明
四
年
八
月
二
十
五
日
、
江
戸
の
丹
羽
半
左
衛
門
並
び
に
息
・
次

郎
三
郎
に
宛
て
て
、
御
依
頼
の
件
に
つ
き
委
細
承
知
と
の
返
書
を
認
め
た
。
そ

れ
に
添
え
た
別
書
に
お
い
て
、
如
松
は
三
韓
藩
家
老
に
以
下
の
事
項
に
つ
い
て

確
認
を
求
め
て
い
る
。

①
慶
徳
家
に
伝
わ
る
丹
羽
系
図
に
は
、
一
色
公
深
か
ら
丹
羽
氏
九
代
目
・
氏
識

 
ま
で
の
記
載
が
あ
る
が
（
前
号
2
4
頁
を
参
照
の
こ
と
）
、
清
和
天
皇
か
ら
公

 
深
ま
で
の
分
と
、
重
三
よ
り
あ
と
か
ら
先
代
ま
で
の
分
が
漏
れ
て
い
る
。
よ
っ

 
て
遺
漏
の
分
は
別
紙
に
書
き
継
い
で
送
り
た
い
。

②
十
代
目
・
氏
勝
か
ら
先
代
・
氏
栄
ま
で
の
位
階
と
生
年
月
日
な
ど
は
、
こ
ち

 
ら
で
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
播
州
三
草
の
菩
提
寺
・
妙
巨
峰
に
問
い
合
わ
せ

 
た
い
。
つ
い
て
は
寺
と
起
草
留
守
居
の
林
直
右
衛
門
ま
で
便
宜
を
図
る
べ
く

 
申
し
送
っ
て
ほ
し
い
。

②
に
関
し
て
、
妙
仙
窟
と
林
仁
右
衛
門
に
は
如
松
本
人
か
ら
も
直
に
依
頼
書

を
送
っ
た
。
寺
に
は
家
老
、
留
守
居
、
如
松
本
人
の
三
方
か
ら
依
頼
が
い
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
伊
勢
の
御
師
が
一
方
的
に
大
名
家
の
過
去
帳
調
査
を
依
頼
し
て

も
、
菩
提
寺
が
安
易
に
応
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
と
、
如
松
は
神
経
を

使
い
、
丹
羽
家
か
ら
も
同
時
に
依
頼
状
を
遣
わ
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。

 
丹
羽
家
代
々
の
菩
提
寺
で
あ
る
妙
仙
寺
は
、
丹
羽
氏
識
の
先
代
に
あ
た
る
八

代
目
・
氏
清
の
も
と
、
明
応
六
年
、
尾
張
岩
崎
に
お
い
て
、
盛
禅
禅
師
に
よ
る

開
山
と
伝
え
る
。
氏
清
の
四
代
あ
と
の
氏
信
が
美
濃
の
岩
村
に
移
る
と
、
寺
も

共
に
転
じ
、
十
七
代
目
・
薫
氏
が
三
十
に
所
領
を
得
て
以
来
、
さ
ら
に
三
草
に

転
地
し
、
そ
こ
で
現
在
に
至
る
ま
で
法
灯
を
伝
え
て
い
る
。
（
『
播
州
苗
草
藩
史

（
立
藩
編
）
』
吉
田
省
三
著
 
昭
和
五
十
九
年
 
播
州
野
草
藩
史
刊
行
会
）

 
妙
仙
寺
は
慶
徳
家
に
と
っ
て
も
ゆ
か
り
の
あ
る
寺
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
び
の

書
継
ぎ
系
図
と
共
に
丹
羽
家
に
差
し
出
さ
れ
た
延
宝
八
年
十
二
月
八
日
付
の

「
伊
勢
御
初
尾
帳
」
に
「
一
 
同
弐
斗
 
妙
理
寺
」
と
あ
る
。
当
時
の
丹
羽
家

当
主
は
十
五
代
目
・
氏
明
で
あ
り
、
岩
村
を
治
め
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
天
明

四
年
十
一
月
二
十
七
日
付
如
松
書
簡
を
見
る
と
「
尾
州
岩
崎
村
妙
心
寺
、
濃
州

岩
村
之
乗
政
寺
は
私
旦
家
二
御
座
候
二
付
」
と
あ
る
。
後
者
の
乗
政
寺
は
、
岩

村
妙
仙
寺
と
同
地
に
あ
っ
た
。
吉
田
省
三
氏
に
よ
る
と
、
乗
政
寺
は
松
平
氏
が

小
諸
か
ら
入
部
し
た
際
、
そ
の
菩
提
寺
が
転
地
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
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か
し
、
丹
羽
氏
信
・
定
定
・
氏
純
・
愈
々
の
墓
は
現
在
で
も
岩
村
に
残
る
か
ら
、

乗
政
寺
は
妙
仙
寺
が
三
草
に
移
っ
て
以
降
、
丹
羽
尊
信
以
下
四
代
の
菩
提
寺
と

し
て
の
役
割
を
も
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
ま
た
如
松
・
醜
女
夫
婦
が
丹
羽
家
に
お
家
再
興
の
た
め
の
資
金
援
助
を
嘆
願

し
て
い
た
期
間
の
う
ち
、
明
和
二
年
二
月
二
十
八
日
と
い
う
日
、
夫
婦
は
住
吉

か
ら
丹
羽
家
屋
敷
に
訪
れ
て
、
三
部
妙
仙
寺
の
住
職
に
会
っ
て
い
る
。
そ
の
時
、

留
守
居
・
林
直
右
衛
門
も
屋
敷
に
来
て
い
て
、
住
職
は
彼
と
同
席
し
て
い
た
。

当
時
の
住
職
は
十
九
世
・
耳
飾
隆
峯
で
あ
る
。

 
さ
て
、
系
譜
調
査
を
依
頼
さ
れ
た
如
松
の
意
を
受
け
た
林
が
、
妙
仙
寺
に
問

い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
住
職
は
寺
を
留
守
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で

林
は
住
職
が
帰
り
次
第
、
あ
ら
た
め
て
過
去
帳
・
位
牌
の
調
査
を
依
頼
す
る
と

返
事
し
た
。
だ
が
、
あ
ま
り
に
遅
滞
す
る
の
で
、
如
松
は
催
促
状
を
寺
に
遣
わ

し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
岩
崎
妙
仙
寺
、
岩
村
乗
政
寺
に
も
過
去
帳
・
位
牌
の

調
査
を
依
頼
し
た
。
三
所
へ
の
連
絡
は
「
旦
廻
便
」
を
利
用
し
て
い
る
。
御
師

は
手
代
と
呼
ば
れ
る
使
用
人
を
か
か
え
て
お
り
、
慶
徳
家
の
場
合
、
二
人
い
た

ら
し
い
。
如
松
の
意
を
受
け
て
、
九
月
二
十
五
日
に
与
市
郎
が
馬
草
に
、
翌
日
、

茂
八
が
岩
崎
・
岩
村
に
向
け
出
発
し
た
。
彼
等
は
御
師
手
代
と
し
て
檀
家
ま
わ

り
を
す
る
役
目
を
負
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
つ
い
で
に
各
寺
を
訪
ね
る
の
で
あ

る
。
岩
崎
・
岩
村
の
二
元
が
檀
家
で
あ
る
こ
と
は
先
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
檀
家
ま
わ
り
を
利
用
し
た
郵
便
を
如
松
は
「
旦
廻
便
」
と
呼
ん
で

い
る
（
ち
な
み
に
如
松
が
残
し
た
文
書
類
に
は
全
て
「
旦
家
」
と
表
記
さ
れ
て

い
る
）
。
与
市
郎
も
茂
八
も
寺
に
一
両
日
逗
留
す
る
予
定
で
あ
り
、
如
松
は
丁

寧
な
書
簡
を
持
た
せ
た
。

 
以
下
は
岩
崎
・
岩
村
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。
書
簡
中
の
句
読
点
な
ど
は
筆

者
が
付
し
た
も
の
。
字
体
は
現
行
の
も
の
に
統
一
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

の
古
文
書
か
ら
の
引
用
は
全
て
こ
れ
に
準
じ
る
こ
と
と
す
る
。

以
下

 
以
別
書
啓
上
仕
候
。
寒
冷
之
節
に
御
座
候
得
共
繕
事
堅
勝
に
可
被
成
御
座
、

珍
重
奉
存
候
。
然
者
 
丹
羽
長
門
守
様
6
御
系
図
書
写
仕
候
様
、
今
般
私
へ

被
仰
付
候
に
付
、
貴
寺
に
御
座
候
 
御
先
祖
之
御
過
去
帳
・
御
位
牌
、
御
墳

墓
之
御
仁
陰
に
記
し
在
之
候
事
共
、
乍
御
苦
労
御
写
し
眼
下
候
は
・
千
万
恭

仕
合
に
可
奉
存
候
。
右
之
段
御
津
申
上
書
、
如
此
御
座
候
。

 
追
啓
上
、
私
参
上
仕
落
御
頼
可
申
上
筈
に
御
座
候
無
憂
、
近
年
甚
タ
老
屈

仕
候
に
付
、
不
能
其
儀
、
以
書
通
御
頼
申
上
候
。
何
卒
之
御
許
容
、
御
写
被

下
宮
様
奉
頼
上
候
。

 
尚
々
是
式
如
何
敷
御
座
候
得
共
、
干
瓢
壱
包
致
進
上
候
。
御
賞
味
可
垂
下

候
、
以
上
。

本
状
の
記
録
の
頭
書
き
に
は
、
岩
崎
の
檀
家
・
鈴
木
喜
七
郎
、
岩
村
の
檀
家
・

誠
小
十
郎
宛
て
に
「
飾
扇
一
通
つ
つ
」
、
両
寺
に
は
「
か
ん
ひ
や
う
百
五
十
匁

つ
つ
」
音
物
に
届
け
た
と
あ
る
。
鈴
木
は
妙
仙
寺
、
誠
は
外
政
寺
の
檀
家
で
も

あ
っ
た
。
特
に
岩
崎
の
鈴
木
は
、
丹
羽
家
が
岩
崎
を
治
め
て
い
た
時
代
に
土
着

し
た
家
老
・
鈴
木
家
ゆ
か
り
の
者
の
子
孫
で
あ
ろ
う
。

 
如
松
は
祝
儀
の
品
と
し
て
、
よ
く
扇
と
干
瓢
を
も
ち
だ
し
た
。
再
び
お
家
再

興
運
動
時
の
文
書
を
見
る
と
、
明
和
二
年
正
月
朔
日
の
条
に
、
丹
羽
家
重
職
す

な
わ
ち
家
老
と
用
人
に
「
二
本
入
扇
子
」
を
、
丹
羽
虚
栄
に
「
や
キ
杉
三
本
入

扇
子
床
立
ノ
扇
台
二
の
せ
て
」
献
上
し
た
と
あ
る
。
同
じ
年
の
九
月
七
日
の

条
を
見
る
と
、
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鈴
木
殿
 
昆
布
花
千
鳥
一
箱
 
楽
焼
花
生
一
箱

 
丹
羽
半
兵
衛
殿
 
昆
布
花
千
鳥
一
箱
 
か
ん
ひ
や
う
一
包

 
梅
村
殿
 
酒
井
殿
 
か
ん
ひ
や
う
一
包
つ
・

 
と
あ
る
。
鈴
木
・
丹
羽
は
家
老
職
、
以
下
は
用
人
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
扇
は
如

松
が
丹
羽
家
当
主
に
献
上
物
を
す
る
際
、
大
抵
添
え
て
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

昆
布
な
ど
と
共
に
御
師
か
ら
の
祝
儀
と
し
て
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
さ
て
尾
張
・
美
濃
に
向
け
た
手
代
が
帰
っ
た
の
は
十
一
月
で
あ
っ
た
。
十
八

日
茂
八
が
岩
崎
妙
仙
寺
か
ら
過
去
帳
の
写
し
を
も
た
ら
し
た
。
薬
籠
寺
は
翌
春

ま
で
に
整
え
る
と
の
返
事
を
託
し
た
。
妙
仙
寺
過
去
帳
写
し
に
は
面
黒
か
ら
石

盛
ま
で
の
没
年
、
戒
名
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
節
の
冒

頭
に
記
し
た
①
の
問
題
は
解
消
さ
れ
、
九
代
目
・
氏
識
よ
り
以
降
十
五
代
目
・

面
明
ま
で
の
書
き
継
ぎ
が
可
能
と
な
っ
た
。
で
は
十
六
代
目
以
降
は
、
ど
う
な
っ

た
か
。

 
手
代
・
茂
八
が
帰
る
よ
り
前
の
十
月
二
十
五
日
に
、
江
戸
屋
敷
よ
り
家
老
・

丹
羽
次
郎
三
郎
か
ら
青
草
経
由
で
書
簡
が
届
い
た
。
そ
こ
に
先
代
・
氏
栄
侯
ま

で
の
こ
と
は
必
要
な
ら
後
ほ
ど
委
細
書
き
出
し
て
送
る
の
で
、
ま
ず
は
わ
か
る

範
囲
で
書
き
継
い
で
送
ら
れ
た
し
と
の
沙
汰
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
如
松
は
三
草

の
林
と
岩
村
の
誠
小
十
郎
に
宛
て
て
、
調
査
依
頼
の
件
は
幸
い
こ
ち
ら
で
調
べ

が
つ
い
た
こ
と
を
報
告
し
、
面
倒
を
か
け
た
礼
を
述
べ
た
。

 
余
談
で
は
あ
る
が
、
岩
村
か
ら
は
、
随
分
遅
れ
た
も
の
の
、
翌
年
八
月
十
六

日
に
、
過
去
帳
と
位
牌
の
調
査
結
果
を
郵
送
し
て
き
た
。
差
出
人
は
徳
政
寺
定

阿
と
あ
り
、
認
め
ら
れ
た
の
は
四
月
十
五
日
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
檀
家
の
誠
小

十
郎
よ
り
の
添
状
も
あ
り
、
「
尾
州
表
桑
名
や
六
兵
衛
方
」
よ
り
来
翰
し
て
い
る
。

 
本
節
最
後
に
一
つ
だ
け
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
家
老
か
ら
如
松
へ
の
書
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信
が
三
草
の
林
直
右
衛
門
を
介
し
て
送
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
ど
の

く
ら
い
の
時
間
が
か
か
っ
た
か
。
こ
こ
ま
で
の
経
緯
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
い
。

七
月
二
十
四
日
付
け
養
子
願
書
の
聞
き
届
け
書
が
、
江
戸
か
ら
高
草
を
経
由
し

て
伊
勢
に
着
い
た
の
が
八
月
十
五
日
。
九
月
二
十
八
日
付
け
で
江
戸
よ
り
遣
わ

さ
れ
た
書
簡
が
三
春
を
経
由
し
て
十
月
二
十
五
日
伊
勢
着
で
あ
る
。
長
く
て
一

月
近
く
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
知
行
地
と
は
連
絡
網
が
あ

る
ゆ
え
、
そ
れ
を
利
用
し
た
方
が
便
利
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
三
草
経

由
の
書
信
配
達
は
丹
羽
家
側
も
や
り
と
り
を
急
い
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
ら

わ
す
の
で
あ
っ
て
、
寛
政
初
の
第
二
次
系
図
書
き
継
ぎ
の
折
は
、
幕
府
か
ら
急

に
系
図
差
出
し
の
命
が
下
っ
た
と
あ
っ
て
、
江
戸
か
ら
飛
脚
便
を
使
っ
て
直
接

伊
勢
に
書
信
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
江
戸
か
ら
の
十
二
月
二
十
二

日
付
書
信
が
着
い
た
日
は
二
十
九
日
で
あ
る
か
ら
、
一
週
間
で
到
着
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
一
方
、
如
松
か
ら
家
老
へ
の
書
信
が
必
ず
三
草
を
経
由
し
た
か

ど
う
か
。
如
松
が
系
図
書
き
継
ぎ
の
承
諾
書
を
出
し
た
際
も
林
を
通
し
た
と
は

書
か
な
い
し
、
出
来
上
が
っ
た
書
き
継
ぎ
系
図
も
「
残
ら
ず
次
郎
三
郎
殿
へ
遣

し
申
し
候
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ち
な
み
に
系
図
は
十
一
月
二
十
七
日
に
送

付
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
家
老
の
礼
状
が
十
二
月
二
十
一
日
付
で
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
期
間
の
み
で
採
草
を
経
由
し
た
と
判
断
す
る
に
は
慎
重
を
要
す
る
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
三
草
経
由
で
如
松
が
江
戸
丹
羽
屋
敷
に
書
信
を
送
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
例
と
し
て
、
本
稿
第
一
回
目
に
記
し
た
養
子
願
書
を
と
り
あ
げ
よ

う
。
如
松
は
林
を
介
し
て
江
戸
に
願
書
を
送
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
「
五
月
状
」

を
添
え
て
い
た
。
ま
た
八
月
二
十
五
日
付
で
江
戸
家
老
に
系
図
書
き
継
ぎ
承
諾

書
を
書
く
と
同
時
に
、
三
草
の
林
と
妙
仙
寺
に
宛
て
て
過
去
帳
調
査
の
依
頼
状

を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ま
と
め
て
三
草
に
出
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然

（21］
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で
、
江
戸
へ
は
林
を
介
し
て
承
諾
書
が
届
い
た
に
相
違
な
い
。
ま
た
完
成
し
た

書
き
継
ぎ
系
図
を
十
一
月
二
十
七
日
に
「
寒
気
見
舞
書
」
と
共
に
家
老
宛
て
提

出
し
た
の
と
同
じ
日
、
苗
草
の
林
に
宛
て
て
妙
工
寺
の
過
去
帳
調
査
無
用
と
の

書
信
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
ま
と
ま
っ
て
先
ず
三
草
に
向
つ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
よ
り
二
日
前
、
別
便
に
て
岩
村
・
岩
崎
分
い
ち
ど
き
に
調
査
へ
の
礼

状
を
出
し
て
い
る
か
ら
、
江
戸
宛
て
の
書
信
を
江
戸
に
直
送
す
る
な
ら
、
三
草

便
と
は
異
な
る
日
に
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
慶
徳
家
側
も
急
ぎ

の
書
信
は
寛
政
年
間
の
項
で
確
認
す
る
通
り
、
着
払
い
の
飛
脚
便
で
直
接
江
戸

に
発
信
し
て
い
る
。

 
 
8
第
一
次
丹
羽
家
系
図
書
き
継
ぎ
調
査
の
詳
細

 
か
く
し
て
天
明
四
年
十
一
月
二
十
七
日
、
完
成
し
た
書
き
継
ぎ
系
図
と
幾
つ

か
の
文
書
が
江
戸
の
丹
羽
次
郎
三
郎
の
も
と
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
整
え
ら

れ
た
文
書
類
の
概
要
は
、
既
に
前
回
2
7
頁
以
下
に
挙
げ
て
お
い
た
の
で
、
そ
ち

ら
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
以
下
に
掲
げ
る
の
は
如
松
の
文
書
に
あ
る
リ

ス
ト
で
、
そ
の
体
裁
も
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
前
回
と
の
重
複
を
厭
わ
な
か
っ

た
。

 
 
 
 
覚

御
先
祖
様
御
預
被
成
置
候

御
系
図
之
写
 
 
 
 
 
 
 
壱
巻

御
神
領
御
寄
附
御
定
書
之
写
 
壱
枚

申
伝
之
覚

壱
冊

一
 
新
調
御
系
図
 
壱
巻

一
 
延
宝
年
中
之
納
帳
之

 
写
 
 
 
 
 
壱
冊

以
上

 
こ
れ
は
丹
羽
半
左
衛
門
と
子
の
次
郎
三
郎
両
名
に
あ
て
た
信
濃
奉
書
の
裏
に

記
し
た
も
の
。

こ
れ
と
は
別
に
次
郎
三
郎
に
宛
て
た
別
書
に
、
先
の
と
は
異
な
る
リ
ス
ト
が
あ

る
。
こ
れ
は
家
老
家
の
た
め
に
整
え
て
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

   一 一一 今
般
信
認
差
上
候
品
々

 
御
先
祖
様
御
預
ケ
被
成
置
候

 
御
系
図
之
写

新
調
御
器
図

御
神
領
御
寄
附
御
定
書
高
音

延
宝
年
中
之
納
帳
之
溢

血
伝
へ
之
覚

壱
巻

壱
巻

ニヒ   よ
宮宮宮冊枚枚

一
 
一
色
氏
私
考
 
 
 
 
 
 
 
壱
冊

 
 
 
（
以
下
ミ
セ
ケ
チ
）
但
し
此
一
条
は
不
書
次
郎
三
郎
殿
御
所
望
故

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
済
進
ス
ル
故
也

外
に
此
通
り
不
門
次
郎
三
郎
殿
へ
進
申
候

但
し
小
奉
書
二
枚
次
立
か
き

奥
書
あ
る
ゆ
へ
也

但
し
小
奉
書
三
枚
つ
き
立
か

き但
し
紙
誌
原
器
に
二
つ
折

但
し
小
原
横
二
つ
切

紙
み
の
紙

紀
地
鼠
色
の
表
紙
糸
赤

右
同
断

 
最
後
の
『
一
色
氏
私
考
』
の
み
を
丹
羽
主
家
に
提
出
し
な
か
っ
た
の
み
で
、

後
は
主
家
と
家
老
家
に
一
部
ず
つ
献
上
し
た
。
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以
上
の
書
き
継
ぎ
系
図
と
関
連
文
書
の
調
査
の
注
意
書
き
が
、
次
郎
三
郎
に

宛
て
た
別
書
に
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
如
松
の
調
査
・
考

証
過
程
が
つ
ぶ
さ
に
判
明
す
る
。
つ
ま
り
彼
の
学
識
が
わ
か
る
わ
け
だ
か
ら
、

以
下
に
翻
刻
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

 
岩
崎
之
妙
仙
寺
よ
り
は
早
速
過
去
帳
之
写
し
参
申
候
。
当
時
は
御
屋
敷
様

に
甚
御
疎
遠
之
由
に
御
座
候
得
共
、
流
石
妙
仙
寺
に
而
岩
村
御
時
代
迄
粗
相

知
れ
申
候
。
其
内
折
戸
に
被
成
御
座
候
 
面
従
公
迄
申
参
候
。
就
夫
私
義
達

意
之
筋
に
御
座
面
面
参
三
冠
て
致
吟
味
候
は
・
、
本
郷
に
被
為
成
御
座
候

御
痛
止
様
も
相
知
れ
可
申
物
を
と
残
念
に
奉
存
候
。
転
官
仙
寺
よ
り
申
参
候

過
去
帳
伝
写
し
共
則
書
か
へ
申
候
。
其
内

 
天
正
八
庚
辰
十
一
月
廿
二
日

雪
庭
道
可
庵
主

 
岩
崎
城
主
丹
羽
道
止
子
息

 
永
倉
十
一
戊
辰
八
月
四
日

玉
窓
貞
金
大
禅
尼

 
丹
羽
道
虚
血
肩
総
長
之
妹

此
道
可
公
と
申
候
は
氏
勝
公
之
御
事
に
可
有
御
座
と
奉
存
食
言
氏
勝
公
之
条

に
書
記
申
候
。
且
此
奥
様
信
長
之
妹
之
由
、
初
而
承
候
。

 
妙
仙
寺
が
記
録
し
て
送
っ
て
き
た
の
は
丹
羽
家
八
代
目
・
氏
清
か
ら
十
五
代

目
・
氏
明
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し
先
の
引
用
部
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
氏
従

の
名
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
従
は
五
代
目
で
あ
り
、

明
応
六
丁
巳
八
月
六
日

慶
徳
如
松
・
麗
女
夫
婦
と
丹
羽
家

3

長
松
寺
殿
龍
沢
道
盛
大
禅
定
門

 
尾
州
愛
知
郡
折
戸
之
城
主
丹
羽
和
泉
丸
紅
従

延
徳
三
年
亥
五
月
九
日

万
年
寺
殿
大
嶽
宗
億
大
禅
定
尼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
丹
羽
和
泉
守
 
氏
従
室
（
朱
）

 
と
あ
る
通
り
だ
が
、
そ
れ
よ
り
後
の
永
禄
年
間
に
没
し
た
八
代
目
・
正
清
、

そ
の
室
、
九
代
目
・
鼎
立
に
続
い
て
記
載
が
あ
り
、
こ
の
あ
と
慶
長
年
間
に
没

し
た
十
一
代
目
・
氏
次
に
続
く
。
過
去
帳
そ
の
も
の
に
錯
乱
が
あ
っ
た
か
、
記

載
は
編
年
の
形
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
氏
従
が
あ
る
の
に
、
彼
に
続
く
氏

員
、
氏
興
の
二
代
が
抜
け
て
い
る
。
如
松
が
現
地
に
赴
い
て
調
査
が
可
能
な
ら

本
郷
に
城
構
え
し
た
両
代
の
こ
と
も
明
ら
か
に
で
き
る
の
に
と
残
念
が
っ
て
い

る
の
は
、
こ
の
氏
員
・
氏
文
の
こ
と
で
あ
る
。

 
ま
た
書
簡
で
雪
直
道
可
庵
主
を
十
代
目
・
氏
勝
に
定
め
て
い
る
根
拠
は
、

①
慶
徳
家
蔵
丹
羽
系
図
（
前
回
2
4
頁
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
氏
識
の
法
名
が
「
清

 
 
安
道
休
」
と
あ
る
。

②
そ
の
「
道
休
」
の
子
息
と
な
る
と
氏
勝
と
な
る
。

 
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
氏
勝
以
降
当
代
・
氏
福
（
十
九
代
目
）
ま
で
の
流

れ
自
体
は
如
松
も
承
知
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
家
老
・
次
郎
三
郎
が
九
月
二
十

八
日
付
書
簡
で
「
先
年
大
坂
に
（
而
）
も
系
図
掛
御
目
候
爵
」
と
言
っ
て
い
る

通
り
、
如
松
は
家
老
家
系
図
を
閲
覧
し
て
い
る
。
岩
出
家
蔵
書
の
う
ち
『
丹
羽

系
図
』
と
あ
る
も
の
は
、
家
老
家
系
図
を
如
松
が
大
坂
で
写
し
て
い
た
も
の
に
、

新
た
に
家
老
家
か
ら
提
供
さ
れ
た
抜
書
き
に
も
と
づ
い
て
加
筆
訂
正
し
た
も
の

（23］
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で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
寒
心
か
ら
如
松
在
世
当
時
の
当
主
・
氏
福
ま
で
記

載
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
如
松
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
「
氏
勝

様
よ
り
御
先
代
様
馬
連
位
階
御
生
卒
年
之
年
号
月
日
な
と
」
（
八
月
二
十
五
日

付
次
郎
三
郎
宛
書
簡
）
の
詳
細
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
考
証
の
結
果
、
如
松
は
『
丹
羽
系
図
』
の
氏
勝
の
項
に
没
年
を
「
慶
長

二
年
十
【
月
報
二
日
卒
年
七
十
五
」
と
あ
る
の
を
見
せ
け
ち
に
し
て
、
「
天
正

八
年
辰
十
一
月
廿
二
日
卒
」
と
あ
ら
た
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
藩
翰
譜
』

所
載
丹
羽
系
図
は
氏
勝
の
卒
年
を
「
慶
長
二
年
十
一
月
廿
二
日
卒
年
七
十
五
」

と
し
て
い
る
。
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
も
同
様
。

 
如
松
書
簡
に
も
ど
っ
て
更
に
見
て
い
く
と
、

 
慶
長
四
己
亥
八
月
三
日

即
庵
玄
心
大
禅
定
門

 
 
 
 
 
 
 
丹
羽
勘
六
三
事

 
此
御
方
は
氏
勝
様
之
御
舎
弟
様
な
と
に
て
所
々
之
軍
場
へ
御
刀
代
に
御
出

馬
ホ
在
之
候
故
、
後
大
平
記
、
織
田
軍
記
な
と
に
源
六
様
と
記
し
申
候
哉
と

奉
存
候
。
勘
源
其
音
似
寄
申
候
故
、
二
記
に
誤
り
記
し
申
に
は
無
御
座
候
哉

と
寄
目
候
。
又
本
朝
武
林
伝
に
氏
勝
様
慶
長
二
年
に
御
逝
去
候
由
記
し
申
二

者
此
御
方
と
間
違
申
下
上
共
奉
七
七
。

 
『
藩
翰
譜
』
を
見
る
限
り
、
勘
六
に
関
す
る
如
松
の
考
証
は
誤
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
こ
の
人
物
は
氏
次
の
長
男
・
勘
六
郎
、
氏
資
で
あ
る
。
如
松
は
寛
政
元

年
中
に
内
宮
御
文
庫
で
『
藩
翰
譜
』
を
閲
覧
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
点

で
見
て
お
れ
ば
、
か
か
る
過
ち
は
犯
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

源
六
は
氏
勝
と
子
息
・
氏
次
が
名
乗
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
源
六
と
勘
六
と
は
全

く
別
人
で
あ
っ
て
、
勘
と
源
の
音
の
近
似
に
よ
り
通
俗
軍
記
類
が
勘
六
を
源
六

に
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
証
は
的
を
射
な
い
。
ま
た
『
本
朝
武
林
伝
』

が
触
れ
る
氏
勝
の
没
年
は
、
『
藩
翰
譜
』
で
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
丹
羽
家
が

過
去
に
提
出
し
た
家
譜
に
既
に
そ
う
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
如
松
が
家
老
か
ら

閲
覧
に
供
せ
ら
れ
た
系
図
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
疑
っ
て
か
か
っ
た
の
は
、

如
松
が
岩
崎
古
畳
寺
の
過
去
帳
に
信
を
お
き
す
ぎ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か

し
、
こ
の
過
去
帳
は
編
年
が
く
ず
れ
て
い
た
り
、
隷
従
の
記
載
が
あ
っ
て
続
く

二
代
の
記
載
が
欠
け
て
い
た
り
と
、
む
し
ろ
疑
わ
し
い
点
が
多
か
っ
た
。
一
応

参
考
の
た
め
に
、
岩
崎
の
過
去
帳
と
『
藩
翰
譜
』
で
、
氏
識
以
下
氏
次
、
氏
資

ま
で
の
没
年
を
比
較
し
て
お
こ
う
。

氏
 
 
 
識

氏
 
 
 
勝

妙
仙
寺
過
去
帳

永
禄
九
（
1
5
6
6
）
年
六
月
十
六
日

天
正
八
（
1
5
8
0
）
年
十
一
月
二
十
二
日
目
禄
十
一
年
八
月
四
日
目
没
天
正
二
年
六
月
二
十
五
日
継
室
没
寛
文
九
年
八
月
十
八
日
息
女
没

藩
翰
譜

永
禄
八
（
1
5
6
5
）
年
六
月
十
九
日
 
六
十
九
歳

慶
長
二
（
1
5
9
7
）
年
十
一
月
二
十
二
日
七
十
五
歳

（24）



藩
翰
譜

過妙
諮蜥

三慶
賜ｷ
¥六
縺Q
?1
ﾜ 6

¥〇
?1

ﾎ）
@年

三慶
賜ｷ
¥六
縺Q
?1@
8
 
↓
 
年

氏
次

八慶
賜ｷ
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9
 
£
 
年

氏
資

 
こ
れ
を
見
る
と
、
妙
仙
寺
過
去
帳
は
氏
勝
の
世
代
の
記
載
に
疑
問
符
が
つ
き

そ
う
で
あ
る
が
、
如
松
は
最
後
ま
で
不
審
を
抱
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し

勘
六
に
つ
い
て
は
、
乗
政
寺
か
ら
過
去
帳
の
写
し
を
得
て
、
自
分
の
考
証
の
誤

り
に
気
付
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
連
の
系
図
書
き
継
ぎ
文
書
を
ま
と
め
た
「
天

明
四
丁
辰
冬
 
丹
羽
様
御
系
図
書
継
候
覚
書
」
所
載
丹
羽
系
図
に
は
、
青
色
で

氏
次
の
男
と
し
て

某
 
勘
六

慶
長
四
亥
八
月
三
日
卒

法
名
即
庵
玄
心

と
補
っ
て
い
る
。

続
い
て
十
二
代
目
・
氏
信
に
関
す
る
考
証
。

 
一
 
尾
州
岩
崎
村
御
出
城
以
前
御
俸
禄
之
御
事
は
見
当
り
不
華
墨
。
本
朝

武
林
伝
に
長
久
手
御
合
戦
後
、
後
年
依
鉤
命
仕
信
雄
於
勢
州
賜
七
千
石
と
有

之
自
得
共
、
此
説
は
難
致
信
用
候
欺
。
又
三
黒
々
風
土
記
に
天
正
年
中
大
神

君
関
東
へ
御
初
入
質
時
、
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勘
助
氏
次
子

 
 
五
千
石
 
武
州
之
内
 
 
 
 
 
丹
羽
勘
助
氏
信

と
出
申
候
へ
共
、
此
時
 
氏
一
様
に
て
は
時
代
合
不
申
候
へ
共
、

領
御
寄
附
之
申
伝
に
合
申
候
得
は
、
是
は
実
説
歎
と
奉
存
候
。

二
方
御
神

 
こ
こ
で
如
松
が
氏
次
の
俸
禄
七
千
石
を
疑
う
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
家
康

が
江
戸
入
城
し
た
天
正
十
八
年
、
氏
信
は
伊
勢
で
出
生
し
た
ば
か
り
で
あ
る
か

ら
、
三
河
後
風
土
記
の
記
述
が
信
用
す
る
に
足
り
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
こ
こ
に
五
千
石
と
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
石
高
は
不
明
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
御
神
領
う
ん
ぬ
ん
は
、
こ
の
た
び
書
き
継
ぎ
系
図
と
共

に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
天
正
十
八
年
八
月
二
十
日
付
で
「
伊
勢
江
御

岳
進
之
事
勘
助
知
行
分
に
て
百
分
一
之
輝
輝
進
也
」
と
あ
る
墨
付
き
の
こ
と
で

あ
る
。
如
松
は
、
こ
れ
を
根
拠
に
、
氏
次
が
天
正
年
中
伊
勢
に
知
行
を
と
っ
て

い
た
説
の
信
懸
性
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
の

氏
次
の
項
に
は
既
に
「
勢
州
に
て
七
千
石
を
領
ず
」
と
あ
り
、
丹
羽
家
と
し
て

は
疑
う
余
地
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

 
如
松
は
老
体
に
鞭
打
ち
な
が
ら
諸
書
に
あ
た
り
懸
命
な
作
業
ぶ
り
を
示
し
た

が
、
少
々
的
は
ず
れ
な
考
証
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
丹
羽
家

か
ら
以
前
に
差
し
出
さ
れ
た
系
図
資
料
の
写
し
で
も
提
供
さ
れ
て
お
れ
ば
、

も
っ
と
能
率
よ
く
的
確
な
作
業
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
私
は
こ
こ
で

如
松
の
考
証
能
力
の
限
界
を
殊
更
あ
げ
つ
ら
う
意
図
は
な
い
。

 
そ
れ
よ
り
も
興
味
が
あ
る
の
は
、
如
松
が
系
譜
考
証
に
利
用
し
た
資
料
が
具

体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
後
大
平
記
』
『
織
田
軍
記
』
な
ど

は
い
わ
ゆ
る
通
俗
軍
記
で
あ
り
、
現
在
、
こ
れ
ら
の
書
に
も
と
づ
い
て
歴
史
考
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証
を
行
う
の
に
は
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
資
料
を
も
と
に
考
証
さ

れ
た
結
果
が
、
幕
府
編
纂
系
譜
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
は

な
か
っ
た
か
。

 
今
こ
こ
に
、
如
松
が
系
図
書
き
継
ぎ
に
参
照
し
た
資
料
の
一
覧
を
掲
げ
る
。

①
『
一
色
氏
私
考
』

 
姉
川
合
戦
記

 
後
大
平
記
評
判

 
太
閤
記

 
難
波
戦
記

 
本
朝
武
林
伝

②
『
抜
粋
丹
羽
』

 
織
田
軍
記

 
三
河
後
風
土
記

に
引
用
さ
れ
た
も
の

織
田
軍
記

信
玄
全
書
軍
鑑
之
巻

豊
臣
秀
吉
家
譜

難
太
平
記

章
河
蝕
風
土
記

京
都
将
軍
家
譜

慈
童
院
長
記

長
久
手
合
戦
記

日
本
王
代
一
覧

大
系
図

に
引
用
さ
れ
た
も
の

 
太
平
記
 
 
 
丹
羽
半
兵
衛
家
系
図

③
如
松
の
書
簡
中
に
見
え
る
も
の

 
斯
波
軍
記
 
 
武
鑑
 
 
諸
国
城
主
記

後
大
平
記

関
原
軍
記

浪
花
軍
記

本
朝
三
国
志

武
家
系
図

藩
翰
譜

 
こ
れ
ら
は
如
松
筆
文
書
に
見
え
る
題
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
た
だ
け
で
、
た
と
え

ば
『
信
玄
全
書
黒
髭
之
巻
』
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
多
く
あ
る
異
本
の
う
ち
の
一

つ
で
あ
る
。

 
ま
た
②
の
『
抜
粋
丹
羽
』
は
こ
の
た
び
の
系
譜
書
き
継
ぎ
の
副
産
物
で
、
』

色
氏
私
考
』
と
は
別
書
で
あ
り
、
や
は
り
諸
資
料
か
ら
の
丹
羽
家
に
関
す
る
記

事
の
抜
粋
か
ら
な
る
。
こ
れ
は
丹
羽
家
に
提
出
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
『
藩
翰
譜
』

が
引
か
れ
て
い
る
か
ら
、
寛
政
元
年
十
二
月
以
降
同
二
年
二
月
こ
ろ
ま
で
に
成

立
し
た
も
の
。
の
ち
に
詳
し
く
述
べ
る
寛
政
の
書
き
継
ぎ
作
業
の
際
の
産
物
で

あ
る
。

 
資
料
の
史
学
的
価
値
は
問
わ
な
い
こ
と
に
し
て
、
た
と
え
ば
『
一
色
氏
私
考
』

編
纂
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
四
ヶ
月
の
間
に
、
こ
れ
だ
け
の
書
物
を
一
覧
し
て
記

事
を
抜
粋
し
た
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
織
豊
時
代
か
ら
江
戸
初
期
ま
で
が
範

囲
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
資
料
も
し
ぼ
り
こ
め
る
け
れ
ど
、
和
学
者
と
し
て

名
を
な
し
た
わ
け
で
も
な
い
人
物
に
し
て
は
、
相
当
書
物
に
精
通
し
て
い
た
感

が
あ
る
。
家
老
の
書
簡
に
「
貴
様
に
は
一
入
書
物
之
処
年
来
御
心
懸
工
事
」
「
貴

様
年
来
書
物
御
山
も
の
広
く
御
覧
候
事
」
「
貴
様
は
年
来
格
段
御
認
も
の
書
物

も
御
覧
之
上
」
（
七
月
二
十
一
日
）
と
繰
返
し
如
松
の
学
識
を
頼
り
に
す
る
言

が
見
え
る
の
は
、
面
倒
な
仕
事
を
依
頼
す
る
た
め
の
社
交
辞
令
的
な
意
味
合
い

の
み
で
は
な
か
ろ
う
。

 
さ
て
叙
上
の
ご
と
き
諸
書
を
博
捜
の
末
、
氏
勝
に
関
し
て
は
、
安
易
で
的
は

ず
れ
な
考
証
を
し
て
し
ま
っ
た
如
松
で
あ
る
が
、
丹
羽
氏
の
連
枝
に
関
し
て
は

慎
重
で
、
不
明
は
不
明
と
し
て
、
い
ら
ざ
る
詮
索
を
し
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば

丹
羽
六
太
夫
な
る
人
物
は
、
『
長
久
手
合
戦
記
』
に
よ
れ
ば
徳
川
家
康
と
咤
近

の
間
柄
で
あ
っ
た
重
要
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
丹
羽
本
家
と
の
続
き
柄
が
わ
か

ら
な
い
と
し
て
い
る
。
本
家
筋
の
人
物
で
な
い
以
上
、
丹
羽
系
図
書
き
継
ぎ
に

は
余
り
影
響
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
彼
を
始
め
と
し
て
通
俗
軍
記
に
登
場
す
る

丹
羽
姓
の
人
物
は
丹
念
に
拾
い
出
し
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み

に
六
太
夫
は
小
牧
の
戦
の
折
り
、
家
康
に
従
っ
た
人
物
で
、
後
に
丹
羽
家
が
編

纂
し
た
『
丹
羽
氏
系
譜
井
軍
功
録
』
（
こ
の
題
は
家
老
丹
羽
家
の
元
に
伝
わ
る

も
の
に
よ
る
。
主
家
の
も
の
は
近
代
ま
で
書
き
継
が
れ
た
も
の
が
あ
り
、
丹
羽

氏
耳
垂
に
よ
っ
て
寄
贈
さ
れ
た
本
が
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
あ
る
。
こ
ち
ら

は
『
播
磨
三
里
丹
羽
家
譜
 
乾
 
坤
』
と
あ
る
。
後
者
に
は
家
老
・
丹
羽
茂
生

（26］



す
な
わ
ち
次
郎
三
郎
の
序
文
が
な
い
。
）
で
は
「
氏
次
の
族
従
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
在
あ
る
丹
羽
当
主
の
系
図
と
家
老
家
系
図

に
よ
っ
て
も
、
こ
の
人
物
の
位
置
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

 
し
か
し
当
主
に
関
し
て
は
相
当
こ
ま
や
か
な
配
慮
を
は
ら
っ
た
こ
と
が
、
以

下
の
注
意
書
き
か
ら
も
判
明
す
る
。

 
氏
定
道
 
元
名
立
憲
 
 
氏
明
 
借
名
氏
房

右
の
両
君
元
御
名
と
書
記
仕
候
事
は
、
武
鑑
松
平
能
登
二
様
御
在
城
美
濃
岩

村
前
帯
の
所
に
記
し
在
之
。
且
諸
国
城
主
記
に
も
同
様
に
基
面
候
故
、
定
而

元
之
御
名
と
奉
存
候
故
相
記
し
申
候
。

 
こ
れ
な
ど
は
丹
羽
家
に
し
て
み
れ
ば
言
わ
ず
も
が
な
の
事
柄
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ち
な
み
に
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
は
氏
定
ま
で
を
掲
載
す
る
も
の
の
、
氏
定
の

項
に
元
名
氏
憲
の
記
載
が
な
く
、
そ
れ
よ
り
後
に
編
ま
れ
た
『
藩
翰
譜
』
に
は

「
初
氏
憲
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
氏
明
は
『
藩
翰
譜
』
編
纂
時
は
改
名
前
で
あ

り
、
元
名
の
氏
房
で
載
っ
て
い
る
。
如
松
は
第
一
次
書
き
継
ぎ
作
業
の
際
に
は

『
藩
翰
譜
』
を
未
見
で
あ
っ
た
か
ら
、
武
鑑
な
ど
と
い
う
俗
書
に
よ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
ま
で
、
情
報
に
遺
漏
な
き
よ
う
と
り
計
ら
っ
て
い
る
姿
勢
を

見
せ
た
。
け
れ
ど
も
、
丹
羽
家
か
ら
貞
享
元
年
差
出
系
譜
の
写
し
で
も
提
供
さ

れ
て
お
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
む
な
し
い
作
業
で
あ
り
、
そ
こ
で
費
や
し
た
労
力
を

別
の
考
証
事
に
ま
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
家
老
家
は
如
松
に
充
分
な

情
報
を
提
供
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
家
老
・
次
郎
三
郎
か
ら
す
れ
ば
如

松
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
そ
れ
な
り
で
よ
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が

あ
る
。
如
松
は
主
家
の
系
譜
考
証
と
い
う
大
事
を
託
さ
れ
た
手
前
、
完
全
に
近
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い
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
御
師
に
作
成
さ

せ
る
意
図
が
最
初
か
ら
丹
羽
家
に
あ
れ
ば
、
如
松
が
不
明
の
点
に
つ
い
て
馬
草

妙
仙
寺
に
問
い
合
わ
せ
る
姿
勢
を
見
せ
た
の
と
う
ら
は
ら
に
、
不
明
の
点
は
こ

ち
ら
で
詰
め
た
上
で
知
ら
せ
れ
ば
済
む
こ
と
だ
か
ら
判
る
範
囲
で
書
い
て
よ
こ

し
て
ほ
し
い
と
は
書
く
ま
い
。
結
局
、
丹
羽
家
と
し
て
は
、
自
家
が
も
っ
て
い

な
い
情
報
を
慶
徳
家
か
ら
提
供
さ
せ
る
こ
と
、
し
か
も
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
し

た
記
録
の
形
で
提
供
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
か
っ
た
か
。
主
君
が
自
家
の

系
図
と
「
見
合
す
」
た
め
の
資
料
と
し
て
書
き
継
ぎ
系
図
を
提
出
し
て
ほ
し
い

と
い
う
家
老
の
言
葉
（
前
回
2
3
頁
）
は
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
読
み
取
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

 
で
は
な
ぜ
書
き
継
ぎ
が
天
明
四
年
の
冬
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

一
つ
に
は
、
養
子
縁
組
許
可
を
申
し
出
た
如
松
の
健
康
状
態
が
思
わ
し
く
な

か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
最
後
に
家
老
家
用
に
認
め
た
『
一
色
氏
私
考
』
に
関
す

る
言
及
を
掲
げ
て
お
く
。

一
 
一
色
氏
私
考
 
今
般
編
虚
位
候
て
差
上
候
 
 
申
伝
之
覚

右
御
先
代
様
之
御
事
書
記
仕
候
に
付
、
文
字
遣
な
と
定
て
不
致
も
所
々
可
有

御
座
と
奉
丸
心
。
宜
く
御
高
免
可
被
成
下
候
。
右
の
物
共
へ
仮
名
付
申
候
様

被
落
下
並
倉
、
何
れ
も
一
本
ヘ
カ
ナ
自
由
候
。
乍
然
在
名
、
名
字
、
名
乗
は

別
に
読
曲
之
御
座
候
物
に
御
座
候
得
者
、
是
を
正
し
申
事
は
私
之
力
に
は
難

及
御
座
鮮
血
、
常
よ
み
馴
藩
候
ま
・
に
カ
ナ
付
申
候
。
尤
二
本
共
カ
ナ
蓋
付

儲
物
は
貴
様
へ
上
げ
申
候
…

 
（
中
略
。
以
下
別
項
）

…
且
藤
嶋
御
合
戦
之
御
先
祖
様
御
名
誉
な
と
、
私
存
命
仕
壬
申
候
は
・
、
此
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度
考
残
申
候
記
録
な
と
ひ
ろ
ひ
上
御
代
々
盛
夏
勲
功
を
編
撰
垂
々
而
差
上
申

度
奉
存
候
。
乍
然
近
年
之
如
く
度
々
相
煩
申
候
而
は
中
々
存
命
不
定
田
儀
ゆ

へ
、
急
度
御
約
束
難
華
墨
…

 
こ
の
ほ
か
如
松
は
氏
福
の
高
覧
に
入
れ
る
場
合
、
祐
筆
に
よ
っ
て
清
書
し
て

も
ら
い
た
い
と
依
頼
し
て
い
る
。
家
老
家
に
献
上
し
た
系
図
も
清
書
版
を
整
え

る
余
裕
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
「
元
来
甚
不
（
器
）
用
悪
筆
に
御
座
候
処
、
近

年
別
而
病
苦
に
相
悩
甚
見
里
馬
御
座
候
へ
は
」
な
ど
身
体
的
理
由
を
何
度
も
あ

げ
て
い
る
。
彼
が
没
す
る
ま
で
大
分
間
が
あ
る
が
、
病
弱
で
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
な
よ
う
で
、
お
家
再
興
運
動
の
頃
か
ら
健
康
は
害
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
丹

羽
家
が
慶
徳
家
の
養
子
縁
組
を
認
め
た
の
が
よ
い
機
会
に
な
る
し
、
如
松
が
本

格
的
に
病
に
臥
せ
ら
ぬ
う
ち
に
、
丹
羽
家
伝
の
増
補
と
系
図
書
き
継
ぎ
作
業
を

依
頼
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
、
次
郎
三
郎
は
判
断
し
た
の
で
は
な
い
か
。

 
次
回
紹
介
す
る
次
郎
三
郎
の
軍
功
録
序
文
に
よ
れ
ば
安
永
三
年
春
よ
り
彼
は

家
譜
編
纂
の
下
準
備
を
は
じ
め
、
天
明
年
中
、
氏
福
の
命
に
よ
り
本
格
的
に
軍

功
録
な
ら
び
に
系
譜
の
新
撰
を
開
始
し
た
ら
し
い
。
天
明
年
中
と
は
如
松
に
よ

る
書
き
継
ぎ
作
業
が
あ
っ
た
天
明
四
年
を
さ
す
と
考
え
て
よ
い
。
だ
が
な
ぜ
氏

福
が
、
天
明
四
年
に
軍
功
録
・
系
図
の
新
撰
を
思
い
立
っ
た
か
。
実
の
と
こ
ろ

は
定
か
で
な
い
。
た
だ
、
前
回
の
2
3
頁
に
載
せ
た
家
老
二
名
連
署
の
系
図
書
き

継
ぎ
依
頼
状
に
再
度
注
意
し
た
い
。
そ
の
日
付
は
七
月
二
十
四
日
と
な
っ
て
い

た
。
史
料
編
纂
所
蔵
の
『
播
州
三
草
丹
羽
家
譜
 
乾
』
で
直
土
の
嫡
子
・
氏
昭

の
項
を
見
る
と
、
そ
の
生
誕
は
「
天
明
三
年
癸
卯
七
月
二
十
四
日
」
と
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
前
記
書
簡
の
日
付
七
月
二
十
四
日
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
偶
然
の
一
致
で
か
た
つ
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
慶
徳
家
の
養
子
縁
組

の
話
を
聞
い
て
、
脈
々
と
家
を
続
か
せ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
思
い
、
ひ
る
が
え
っ

て
満
一
歳
を
迎
え
ん
と
す
る
嫡
子
を
思
え
ば
、
彼
の
前
途
の
多
幸
を
祈
る
と
同

時
に
、
そ
こ
に
到
る
ま
で
世
世
銀
難
を
乗
り
越
え
て
家
を
継
ぎ
、
子
々
孫
々
に

福
を
分
か
っ
て
き
た
先
祖
達
へ
の
感
謝
の
念
が
お
こ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

そ
こ
で
こ
つ
こ
つ
家
伝
採
集
を
続
け
て
い
た
ら
し
い
次
郎
三
郎
に
軍
功
録
・
家

譜
新
撰
を
命
じ
た
、
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
は
す
る
。
と
に
か
く
、
嫡
子
の

誕
生
、
慶
徳
家
の
養
子
縁
組
成
立
と
い
っ
た
諸
条
件
が
影
響
し
あ
っ
て
、
氏
福

に
新
撰
の
意
志
を
生
ぜ
し
め
た
と
ま
で
は
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
を
命
じ
る

書
簡
の
日
付
が
嫡
子
の
誕
生
と
日
を
同
じ
う
し
て
い
た
の
は
、
偶
然
と
し
て
も

面
白
い
。

 
そ
れ
に
し
て
も
如
松
に
よ
る
書
き
継
ぎ
が
終
了
し
た
天
明
四
年
冬
、
後
に
系

譜
差
出
の
懸
命
が
幕
府
よ
り
下
ろ
う
と
は
、
氏
福
も
次
郎
三
郎
も
考
え
る
よ
し

は
な
か
っ
た
。
そ
の
時
の
あ
わ
て
よ
う
か
ら
す
れ
ば
、
安
永
か
ら
脈
々
と
続
い

た
家
譜
新
撰
の
下
準
備
な
る
も
の
が
一
体
ど
れ
ほ
ど
の
形
で
ま
と
ま
っ
て
い
た

か
、
疑
問
な
点
も
あ
る
。
次
回
は
如
松
の
作
業
が
、
具
体
的
に
ど
う
丹
羽
軍
功

禄
並
び
に
新
撰
系
図
に
反
映
さ
れ
た
か
を
確
認
し
て
、
し
め
く
く
り
と
し
た
い
。

本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て

 
安
井
家

 
岩
出
家

 
丹
羽
家
（
埼
玉
県
）

 
丹
羽
家
（
兵
庫
県
）

の
皆
様
に
対
し
、
資
料
閲
覧
の
便
を
お
は
か
り
く
だ
さ
り
、

く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
、
心
よ
り
感
謝
の
念
を
捧
げ
ま
す
。

様
々
な
ご
教
示
を

（28）


